
 
 

私立高等学校等入学納付金補助金について 

 

          日 時  令和 ８年 ６月 ９日 （火） 

       場 所  岡谷鋼機名古屋公会堂 

 

１ 令和８年度私立高等学校等入学納付金補助事業今後の日程について 
 
２ よくある質問について 
 

1

資料５



 

 

 

令和８年度私立高等学校等入学納付金補助事業 今後の日程（予定） 
 
 

当初申請       ４月下旬       交付申請書提出   ５月１５日（金） 
   

       
減免決定通知書    ６月下旬        交付決定通知       ６月下旬 

          
           当初交付分支払    ６月３０日（火） 

海外単身赴任関係書類 
学校の指定する日まで 
             海外単身赴任認定申請書 ７月１０日（金）まで 

      

 

 認定結果通知     ８月中旬 

 

 

 当初交付分支払   ８月末ごろまで 

 

 

 減免決定通知書    ９月下旬  

 

  

  

 

新入生(秋期)海外単身赴任者の申請 １０月中旬 

 

新入生(秋期)海外単身赴任者の認定 １０月下旬 

 

 

変更交付申請書提出  １１月上旬 

 

 

 

 

減免決定通知 １２月中旬       変更交付決定通知・支払 １２月中旬 

 

 

変更交付分支払  １２月末ごろまで 

 

 変更交付申請提書出   ２月上旬 

 

 

変更交付決定通知    ３月中旬 

    減免決定通知     ３月中旬 

変更交付分支払     ３月中旬 

 

 変更交付分支払     ４月上旬 

 

減 免 証 書     ４月中旬 

実績報告書      ４月上旬 
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令和８年度入学納付金補助金 よくある質問 

 
番号 質問 回答 

1 

過去に高校等を卒業している場合、
日本国籍であっても就学支援金 （新
制度）の支給対象にはならないが、
その場合入学納付金は区分１に該
当せず、所得に応じた補助になると
いうことか。 

ご質問の場合は区分１に該当し
ます。 
区分１に該当するのは「就学支
援金受給者」や「就学支援金認定
者」ではなく、「就学支援金の受
給資格を有する者」です。 
既卒や36月超過の生徒について
は、就学支援金の受給資格は有
しており、そのうえで就学支援
金は不支給という取扱いになっ
ています。 

2 

区分２に該当し、在留資格や所得の
確認が必要な生徒について、授業料
の補助金関係で提出されたものと
は別に、改めて証明書類を提出して
もらう必要はあるか。 

保護者から改めて同じ証明書類
を提出いただく必要はありませ
んが、学校で写しを取り、入学納
付金の申請書と共に適切に保管
してください。 

3 

在留資格が留学の生徒がいる。 
新修学支援金の対象にはならない
が、入学納付金も対象外となるの
か。 

保護者の所得が基準以下である
ことが確認できれば、留学生で
あっても入学納付金の対象とな
ります。 
また、授業料軽減補助金につい
ても同様の取扱いとなります。 

4 

今年度から県内在住の要件はなく
なったのか。 
県外から通学する生徒についても
補助があるという認識でよいか。 

ご認識のとおりです。 

5 
区分１に該当し、親が海外赴任して
いる生徒がいる。海外赴任申請を行
うべきか。 

海外赴任申請は不要です。 
区分１に該当する場合、保護者
等の所得確認は必要ありませ
ん。 

6 
年度途中の転入生からも入学金を
徴収しているが、入学納付金補助金
の対象となるか。 

昨年度以前と同様、入学納付金
補助金の対象となるのは「入学」
した生徒のみです。 
転入生、編入生は補助金の対象
にはなりません。 
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参考（昨年度通知） 

                              ７学振第３２２号 

                              令和７年５月１日 
 
関係私立学校設置者 様 

 
愛知県県民文化局 

                             学 事 振 興 課 長  
 

令和７年度愛知県私立高等学校等入学納付金補助金における海外単身赴 
任者の認定について（通知） 

 

 標記の事例における認定申請については、下記のとおり提出してください。 
記 

１ 保護者等が海外単身赴任者であり、令和７年度の課税証明書が提出できない場合 

＜提 出 書 類＞ 

（１）愛知県私立高等学校等入学納付金補助金海外単身赴任認定申請書 

（２）令和７年度愛知県私立高等学校等入学納付金減免申請書 

（３）海外単身赴任及び給与等証明書（別紙参考様式 参照） 
    （もしくは、会社が発行する単身赴任者の期間と勤務地を記載した単身赴任証

明書及び会社が発行する単身赴任者の令和６年１月から１２月までの海外支

払分と国内支払分の給与支払証明書） 
（４）海外単身赴任者の戸籍の附票又は、住民票の除票（従前に愛知県内に居住して

いたことがわかること） 
（５）愛知県内に居住する世帯の住民票 
（６）配偶者の令和７年度課税証明書 

 

２ 保護者等が海外単身赴任をしていた場合で、令和７年度の課税証明書が提出できる

場合（これに該当する生徒については、上記１の（１）には記載しないでください） 

＜提 出 書 類＞ 

（１）上記１の（２）から（６）の書類 

（ただし、上記１の（３）のうち、令和６年１月から１２月までの海外支払分と

国内支払分の給与支払証明部分については記入しなくてよい。） 
 （２）海外単身赴任をしていた者の令和７年度課税証明書 
 

※判定については、提出された令和７年度の課税証明書から各学校で所得基準に対

する区分を判定してください。 
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３ 提出期限 

  令和７年７月１０日（木）（必着） 

※ 私学振興室奨学グループまで郵送又は持参してください。 

 

４ その他 

（１）生徒から提出された書類の原本は、全て学校で保管し、写しを提出してください。 
（２）提出書類は、全て A４としてください。 
（３）上記２の課税証明書が提出できる場合であっても、対象生徒の要件の特例（本来

前年度課税額で判定するところを今年度課税額で判定する）のため、海外単身赴

任証明等の提出が必要です。 

（４）通常の授業料の補助金で、７月以降の判定をマイナンバーによる情報照会で行う

学校でも、海外単身赴任の申請をする場合は令和７年度課税証明書の提出が必要

です。 

 
 

 

担 当 私学振興室奨学グループ(鈴木) 

電 話 ０５２－９５４－７４７７(ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ) 
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